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平成18年度たばこ・アルコール対策担当者講習会  

たばこ対策をめぐる最近の動向について  

厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室   



喫煙率の状況   

我が国の喫煙率  諸外国の喫煙率 （瑚  

国名    男1皇   女1生   

ヰ3．3  10，2  

哩嘩一3．3 39＿D   31．0  

フランス  38▼6   30．3  

オランダ  37．0   2⊆l．0  

イタリア  32．4   17▼3  

イギリス  2丁＿0   26．0  

カナダ  27．0   23．0  ll 帥 ll 井 Il ロ l  現川j      ＋男         日本         ＼・ぺ  十女 ．l J t   ドイツ                       I責了                】▼OHり ←！叫                畏」甲1哩⊥臼ql川，．＿什■1                                 米田  25，丁   21．5  

㌔㌔㌔㌔㌔㌔ ㌔㌔  オーストラリア    21．1  18．0  

スウェーデン    19．0   19．0   
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たばこ対策をめぐる  

最近の動向について  

厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室  

たばこ対策専門官 山本 美紀  

H18年度たばこ・アルコール対策担当者講習会 1  

健康日本21中Ⅶ評価（たばこ分野）  
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麹井の■い分t11■する知■  77■ヽ   100●▲  

の■1闘っている人の甘食）  70 0▼l   100●l  
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r牡鹿日本21」におけるたばこ対策の取細について  

【キ雛の検肘課名】  
書庫日本21  ・喫煙率骨1もー■1t∫・驚■碑雷ノ  

男†生．43 3％   

－tの免暮■と比べて■いモ龍■  

女性1之 0％  

○クー・－ゲットをせった施策  

－20、30絶代（稀lこ女性）  妊産婦書に対する取絶  
一宇虚■が上■場内叫l＝加■代－   

30▲†t〉  ○筆較・書▲教青嶋による  
惰■丘蓋、書先の暮蓋  
○入手畦隷に月する対策  
→自動販允機の株制強化  
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・全ケ的に眞少q何にある  

（●い■3R手  H12 3も g勺も 一 H川 217，●   

・たばこ自助IE策tは．現在．的80万  

台が泣tされ、東成年著のたばこの  

主な入♀穀鳥となっていも．  

・Hlもt書生芳蜘ず研究による椚一帖1 

→実施状況の把檻、取組  状況の鴨告 
、公賽零  

0公共撫散尊の隷瞳・分煙  化の侃董    →民間企業等との連携  

受動喫煙の防止 ・t瞳増量法事25象  

り■i■における琶け■対兼のため  

のガイドライン  
・セばこ珂鷺た息特別匿1事纂  
（補助金）による郁1府♯での  
鷹簾の椎▲  

・t■や公共欄滴において∴打繁に  

セリ岨んでいむ打合は相加  
（H17年■■における聯銅1■鳥状況  
■暮／Mlもー地方自治休作書■における  

纂■■分tの職扶況l■t）  

・飲食店や■▲鳥除幕におけも七細  
が棚不十分との稚Il．  0桝における豪燵支提琴  

墳の整●  
→禁煙支桜マニュアルの   
書及、活用  

一葉蛙成功著響による禁   
煙雷及月の養成  

禁煙支援 布巾4寸事における欺t指事幕 ・地方色治中書の‡卓■●に対す るl■書婁¢壌欄  

■横モー¶釣に喫煙」ている書のうち、  

「たばこをやめたい」一本赦を薫らLた  

い」と包書した響の割合は含kで■  

女とも轟勺7tl．  （H16事■景M・蒙鄭重1  
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たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約   

ヰ∴nム品 －1  

0たばこの練を薫少させるための価格及び課税に防ナる措t（第6条）  
様々な人々、特に年少者のたばこの消★を減少させる上で効果的かつ王手な手段であることを認推し．  
課税政策及び価格政策を実施。  

0たばこの煙lこさらされることからの保！l（第8条）  

屋内の職場．公共交通橿肌屋内の公共の場所零におけるたばこ煙からの保護についての指置をとる．  

0たばこ＃品の含有tに騨ナる規制（第9象）  
縮約暫会ははしたばこの含有物及び排出物の規制に閲しガイドラインを提示し、各国は効果的な規制措  

置を繍じるt  

Oたばこ＃品の包装及びラベル（第11条）  
倒庫雷告表示（権限のある国家当局により承認）のサイズ（理想的には50％以上、最は30％）．コー  

テーションをtI栗付け亡  

0教育．情報の長量、別姓及び専先（第12条）  
喫煙の隠附こ与える悪影■についてのt及・啓発、教育、業糎指導の実施【  

0たばこの広告、■売促霊泉び■虻（第13粂）   
憲法に抵触しない恥臨内でたばこに附する広告に関して全面崇止又は適切な制限掩王をとる．  

0未成年畜への及び未成年手IJる■売（第16条）   
未成年舌がアクセスできないよう、自動販売機について適切な指定をとる。   

・2（】06年2月6日－17［ほでジュネープの国際会議場にて開催．  
・綿約関110力園（含むEC．なお会漁㈲機中に3カ国11加）が参加。その他．米を含む非締約  

国が49力匡1．国連機関、匡”祭儀闇．NGO寧がオブザーバーとして参カロ。  

口2主な決耕瑚  

（イ澗膵帽鳩11附催頻虎  
・菓3固まで毎年．その後腋乳  

伯〉会合の脚  
・オブザーバーの兼吉・参加を三盈める公開金台。  
・要すれば締約臨のみ【ニよる限定参加会合も開催－  

、1且且三上  
・予■・財政事績はコンセンサス  
・その他もコンセンサス形成に努めるが、不可能な鳩舎には実賃的■填については   

3／4以上．手板的事】貞については過半数暮  
・乱視が実書的事】臭か手枕的事項かは社長が判断し、異穐がIlえられた場合には即糾黒決   

に付し∴過半数で採択．  
（ニ〉オブザーノトー  

・非締約臥地域経済観合体、政府Ⅵ組離及び締約国会はの承認を受けたNGO）らく、投震権   
はないが発言権を有するオブザーバーとして規定，  

3．第2巨⇒繍杓由会丘に和ナて  

既存及び潜在的な扶助の提供及び制度の隷封  
存の緩助枠姻みについては．条約事務局がデータを蓄積し途上園の壬誘に基づいて適切な  
助枠組みについて助言盲葡う。  

国の裸出する報告暮にたばこ規制W遵の緩助の実施案檀及び壬i篭実根を含む．  

逢乱国僚機紺苓lこ対し、途上国の要請に基づき．責漉を塩り向ける（ch■∩鴨】代～○】帽eS）  

・初回鴨告は．条約上の義務的実施事項と任意的実施事項を分けて鵬。  
・2匡憎以降の昭引こついては別途検討する。  

・稚告舶は各国における古拙軌払ク庄 5年 R正に相生妄ほ出▲  
・Z【司目以降の統計データについては．変更があった暮ユ創＝つき報告＝  

（参照．第1回和宮事項の主なもの）  

（イ）纂楕的実地事項統計データ（喫煙串．製造・輸出入t事）、価褐・旺域措  
置、醐り指王、未成年者喫堰Ⅶ止沌王事   

叩）任茸事鳳含有物規制、たばこ会社による広告・販売促進・後樟の規制等  
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公共交通機関の受動喫煙防止対策取組み状況について  
公共交通機関の受動喫煙防止対策取組み状況について  

帥遷幹 血書1王  

○公奮地下鉄   
・地下l附こついては、駅構内、羊蹄ともに全面辣墟を実施。   

0畏鉄   

【駅構内】   
・平成15年5月1日より間兼良鉄10社で、駅構内全面蕪瞳を実施．   
・名鉄では、平成17年1月より駅構内全面稿瞳を実施。   
・同西民鉄各社では、ホーム上での分瞳隋正を実施．うち近鉄と阪急では、  

朝夕の混雑岬に禁煙タイムの恨是。   
【1 ■】   

・暮通暮雨については会社寮燵。怖息列書においては分煙緒1．   
OJR   

【駅構内】   
・駅構内の喫綾所の移設・集約及び喫蝮室の甜を実施．   
・首加島エリアにおいて紫煙タイム（63ト9，30）の設定．   

【ヰ所】   
・暮遷1ゎについては全面薫能を実施．   
・楕急列ヰについては、全面欝燵（JR北海道（ユ0帖年）月穐）、JR東日本（Z帥7年春予定）  

バス董百 バス勺－一三十ル  

○♯合バス   
■ 法令により原則禁煙．   

0貸切バス   

・実惣上房刑蕪燵．  
※ 旅行会牡琴によるチャーターの場合は原則蕪憧。  

特定の団体との貸切契約の嶋合は、喫瞳は契約書の団体の判断1隷る。   
○バスターミナル   

■ 平成15年5月】日より、一般バスターミナル事暮薯け牡について、バスターミナル．  

ロビー及び櫓合圭の全鱒弼．又は分権化を事柑臥  

全鷹蕪瞳（JR四℡（ヱ008年ユ月干支）、JR九州（三007年】月予定））  

又は喫燵暮雨の削減uR東鶉・JR西日本）を菓施。  
たばこ関係省斤簑】■曇】■：国土央i書Il告ユ0  

たばこ騨儀儀庁壬■彙■：匡l土交通雀報告  

公共交通機関の受動喫煙防止対策取組み状況について  

タクシー  

○法人タクシー  
・ユOD4年3月天晴点で∴全■の法人事業毛の蕪瞳タクシー■爾数がヱ、400台を突破。   
・ヱ005年】月末では、‡，51王台まで進捗。   

・ただし、全法人タクシー手両独に占める割合としては依然としてヱ％犠虎．  

※ 以上全皿■用自動ヰ連合会偶ペ  
・東欄の凰際タクシーでは、平成16年12月‖ヨよりユ0台を薫煙タクシーに。   

・三王近鉄タクシーにおいては、先皇予約叫の薫煙タクシーの運行を間始。   
○個人タクシー   

・ヱ004年】月末岬点において1、一丁7台。  
：005年】月末までに1，富52台．   

・全書再数の4％種皮まで進捗。  

※ 以上全℡個人タクシー協会喋ベ  

たばこ脚t斤靂ヰ食■二区l土史i雀報告ヱ1  

平成18年度診療報酬改定における  
ニコチン依存症管理胴の新設について  「禁煙支援マニュアル」の策定について  

ニコチン依存症について、疾病であるとの位t付けが確立されたことを拝まえ、  
ニコチン依存應と診断された点者のうち禁煙の希望がある舌に対する一定期間の  
禁煙指導について、新たに診療報酬上の評価を行う。（4月1日より）  
ニコチン依存症のt理に伴う場合、禁煙禰助剤（ニコチン／くッチ）を診療報酬の  

対象とする。（6月1日より）  

（1）青 書  
平成15年の明査によると、現在甘Ⅷ的に喫綾している人の割合は、男性で46．8％、  

女性で11．3Iもとなっており、このうち「たばこをやめたい」又は「本数を減らしたい」と  
回答している人が、全体で男女とも約7割にも及んでいる。  

（2）マニュアル策定の目的  
禁煙、オ竣を希貸する書に対する隷墟支接については、厚生労働科学研究において、  
その手法の研究や蓼考となるデータ収■専を行ってきていたが、先舶、これまでの成果を  
墓に、効果的な禁短支援を推進するための「禦蝮支援マニュアル」を平成1【l年5月に策定。  

o一票煙治療のための硬雄手嘱暮」欝に沿って外来で雛煙治療  
012遇l椚にわたり書†5回  

○対t愚書  
・スクリーニングテストでニ⊃チン依存症と診断  
・1日の喫煙本数に喫煙年数を彙じた数が2DO以上  
・直ちに紫煙ナることを篤￥し∴文■により同意している寺  

○兼健治瘍の繰践を有する医師が1名以上劃潤していること  
○薫煙治療に係る専任の看独断又は准書護師を1名以上  

l己正していること  

○呼気一酸化炭素濃度測定器を償えていること  
○医療qWの敷地内が崇煙であること  

彗：8本書オ♯筆会、巳本肺露攣重量U［は焦事量により作成 ヱj  

ニコチン依存症t理料  

（3）禁煙マニュアルの内容讐  
①良性匿凛の専門職だけでなく、職場の衛生t理書や地域の腋惟専業担当者の方々も   

対象とし、「喫燵と傲鷹」に関する償鷹教書を行うための必姜な基礎知性や、実施方法、   
留意事】■専を解説。  

（a附属のCD－ROM鉄材により、青■や勤国を絹み合わせ、1体的にわかりやすく学習  
できるようエ夫。  

③平成18年4月から、雛瞳治療に対する保険適用が開始され、たばこをやめるための   
支援体¶が整ってきている状況にあることから、各地方自治体や多くの職壌専で本手が   
悪用され、受動喫睦も含めたたばこによる傲ヰ鞭嘗の減少に役立てられることを期祷。   

ニコチン依存症管理料に   
関する施設基準  
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